
 

竹原市排水設備工事施工基準新旧対照表 

令和３年７月１日より施行 

 改定後 改定前 

第３章 排水設備工事等の手続き 第３章 排水設備工事等の手続き 

第３節 その他の申請手続き  第３節 その他の申請手続き 

３－３－１ 竹原市公共下水道管渠工事施工後の公共ます等の増設及び廃止

について 

下水道管渠工事施工及び公共ます設置後（キャップ止め含む。）に，家屋

の増改築や分筆等により，公共ます等の増設及び廃止をする場合には,公共ま

す設置申請書等を市長に提出しなければならない。市は，申請を受け公共ま

す等の設置及び廃止が認められる場合には，許可書を交付するものとする。

（竹原市公共下水道管渠工事施工後の公共ます等の設置及び廃止の取扱要綱

第２条及び第３条を参照） 

 この場合において，公共ます等の設置及び廃止申請をする者がその工事に

係る費用の全額を負担し，公共ます等を設置した場合は，市へ寄附するもの

とする。(同要綱第５条を参照) 

なお，下水道本管布設工事の際に，特段の事情により，公共ます等を設置

していない場合においては，別途下水道課へ確認を要するものとする。 

３－３－１ 下水道事業の整備 

  

 

   

区 域 事 業 名 整備状況 
使用開始区

分 

公共桝設置

費用区分 

認可区域 公共下水道 

供用開始地区 
処理開始区

域内 
公 費 

未整備地区 
処理開始区

域外 
私 費 

  

 

３－３－２ 公共ます設置申請書 

公共汚水ますの設置は,通常下水道本管布設工事と同時に設置されますが, 

土地利用計画や家屋の建築予定のない土地については,公共ますが設置され

ていない土地がある。 

また，家屋の改築や土地の分筆により，ますの増設が必要となる場合もあ

り,公共ますの新設改築が生じた場合は,公共ます設置申請書を市長に提出し

なければならない。 

（竹原市公共下水道事業により宅地内に設置する公共ますの取扱いに関する

要綱 別記様式第１号） 

市長は公共ます設置の要望があった場合には,申請者の都合による公共ま

すの増設改築は自己負担で，公共ますのない土地又は分筆等による場合は公

費で設置することを通知することになる。 

 


